
計 画 書 

  

那覇広域都市計画高度地区の変更（浦添市決定） 

  

都市計画高度地区を次のように変更する。 

種 類 面 積 建築物の高さの最高限度 

高度地区 

(県道浦添西原線沿線地区) 
約 8.2ha 

建築物の高さ（地盤面からの高さによ

る。）は、18 メートル以下とする。 

高度地区 

(市道国際センター線沿線地区) 

〔浦添警察署から前田トンネル区間〕

約 5.0ha 
建築物の高さ（地盤面からの高さによ

る。）は、18 メートル以下とする。 

合 計 約 13.2 ha
 

  

【適用除外】 

１．建築基準法第３条第２項の規定によりこの都市計画の適用を受けない建築物についての新

築（当該建築物の建替えのためのものに限る。）、増築、改築で、この都市計画の規定に適

合させることが著しく困難で、かつ、市長が周辺の市街地環境の維持に支障ないと認め、

都市計画審議会の同意を得て許可したものは、上記の制限は適用しない。 

 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

理由：周辺の歴史・文化環境との調和に配慮した、良好な住環境の保全、良好な街並み景観の創出、中高

層建築物の建設を原因とする近隣紛争の未然防止などを目指し、市道国際センター線沿線地区にお

いて高度地区を指定するものである。 
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